
春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 ２０２０年度総会

「住民監査請求 経過報告」

１．住民監査請求とは

２．常勤支援員数の推定結果
～勤務時間の実態調査～

３．監査請求の内容

４．監査結果の内容
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総務省HPより 2



総務省HPより

１．住民監査請求とは
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１．住民監査請求とは
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２．常勤支援員数の推定結果
～勤務時間の実態調査～

勤 務 時 間
（ｈ/月）

人
数
（
人
）

常勤
６４名

93名
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２．常勤支援員数の推定結果
～勤務時間の実態調査～常勤 非常勤
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２．常勤支援員数の推定結果
～勤務時間の実態調査～

勤 務 時 間
（ｈ/月）

人
数
（
人
）

常勤
７２名

社協時代の方が
常勤が多かった
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３．監査請求の内容

・春日部市長並びに子ども未来部長に対する措置請求。

・仕様書・協定書通りに常勤支援員が配置されていない。

（９３名配置すべきところ、６０数名しか配置されていない）

・常勤支援員であるべきところが、非常勤支援員に置き替えされている。

・シフト表からの集計で、８０時間未満と１００時間以上の２つのグループに

明確に分かれる。 （１００時間以上は６４ないし６７名）

・勤務時間に２倍もの差がある双方を「常勤」と呼ぶのはおかしい。

・社協時代は３９クラブに対し「７１名配置」の実績もあり、明らかに後退している。

・議会答弁では、国のガイドラインを引き合いに出し、論点をすり替えている。

（仕様書・協定書では「複数配置」 ガイドラインでは「１人は補助員でよい」）

・社協には、欠員を理由に委託量を減額しているが、トライには満額支払った。

・常勤の配置は保育の質に直結する。少なくなっていることは大きな問題。

・市は、トライに対して改善の要請を
・出来ない場合は委託料の削減など
・最終的に解決しない場合は指定の取消を 8



４．監査結果の内容

請求を棄却

＜春日部市の弁明書＞

・社協からの支援員と新たな採用者の間に確執。

・一部のクラブで満たしていなかっただけ。全体では足りていた。

・アンケートで一定の評価があるので、保育の質は確保できている。

＜監査委員の判断･･･棄却の理由＞

・社協との引継ぎで、「常勤」の明確な定義が無かった。

・募集時に仕様書を見直すべきだった。

・配置表において「有資格者」をウォッチしていた。

・常勤９３名配置を想定して指定管理料を算出。常時９３名いたので問題ない。

・仕様書では、条例以上の要求をしている。

・Ｒ２年４月１日に市とトライで「常勤」の定義を確定。

＜監査委員からの意見及び要望として＞

・仕様書の作成に対する注意。

・支払い手続きに関する注意。

・支援員不足に対し、「短時間勤務も有効に活用」「ルールの見直し」の提案。

論点と無関係

見直していいのか！

論点のすり替え

常勤の定義

常勤の定義

仕様書に沿わなく
ていいのか！

質の低下！

質の低下！
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＜保護者への説明会＞（2018年9月）

保護者「常勤とは、８時間勤務している人ですか？」
保育課長「そうです。常に毎日いらっしゃる方です。」

＜現在＞

「支援員資格保有者は常勤」

このままでいいのでしょうか？
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